
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

四

○
福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
福
島
県
産
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一
〇

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
産
業
交
流
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
三

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

一
四

規

則

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島

県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
産
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
ふ
く
し
ま
医

療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
産
業
交
流
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
収
入
証
紙
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
四
号

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
七
の
項
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
行
政
課
）

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
三
、
一
一
〇
円
」
を
「
三
、
一
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
の
一
の
表
中
「
二
、
四
六
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、

一
八
〇
円
」
に
、
「
八
四
〇
円
」
を
「
八
五
〇
円
」
に
、
「
四
五
〇
円
」
を
「
四
六
〇
円
」
に
改
め
、

山
台
の
項
を
削
り
、
「
二
五
〇
円
」
を
「
二
六
〇
円
」
に
、
「
山
台
用
毛
せ
ん
」
を
「
平
台
用
毛
せ
ん
」

に
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
五
九
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
八
〇
円
」

を
「
一
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
一
〇
円
」
を
「
三
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
五
五
〇
円
」
を
「
五

六
〇
円
」
に
改
め
、
ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
を
削
り
、
別
表
の
二
の
表
中
「
一
、
一
六
〇
円
」

を
「
一
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
二
〇
円
」
を
「
二
、
五

七
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
三
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
六
〇
円
」
を
「
一
、
三
八

〇
円
」
に
、
「
三
、
一
一
〇
円
」
を
「
三
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
八
〇
円
」
を
「
一
、
七
一
〇

円
」
に
、
「
二
、
八
五
〇
円
」
を
「
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
、
「
サ

ン
ド
フ
ロ
ン
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
を
「
サ
イ
ド
フ
ロ
ン
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
に
、
「
七
七
〇
円
」

を
「
七
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
七
〇
円
」
を
「
一
、
九
一
〇
円
」
に
改
め
、
ト
ー
メ
ン
タ
ル
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
の
項
を
削
り
、
「
三
八
〇
円
」
を
「
三
九
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
、

「
九
七
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇

〇
円
」
を
「
一
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
八
六
〇
円
」
を
「
八
八
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
の
三
の
表
中
テ
ー

プ
レ
コ
ー
ダ
ー
（
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
式
据
置
型
）
の
項
を
削
り
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
五
九
〇
円
」
に

改
め
、
デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
テ
ー
プ
デ
ッ
キ
の
項
を
削
り
、
「
二
、
三
三
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
───────────────────────────────────────────────────────────
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円
」
に
、
「
七
一
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
、
「
五
一
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」

を
「
三
三
〇
円
」
に
改
め
、
ソ
ロ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
項
を
削
り
、
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
一
八
〇

円
」
に
、
「
九
七
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
四
〇
円
」
を
「
一
、
九
八
〇
円
」
に
改
め
、

別
表
の
四
の
表
中
ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
を
削
り
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
五
九
〇
円
」
に
、

「
九
七
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
七
七
〇
円
」
を
「
七
九
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三

三
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
の
五
の
表
中
「
九
七
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
五

九
〇
円
」
に
、
「
七
七
〇
円
」
を
「
七
九
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）

附
則
別
表
第
一
の
二
の
表
舞
台
用
附
属
設
備
の
項
か
ら
視
聴
覚
室
附
属
設
備
の
項
ま
で
及
び
附
則
別

表
第
二
の
二
の
表
会
議
室
兼
展
示
室
附
属
設
備
の
項
に
規
定
す
る
三
、
一
六
〇
円
の
範
囲
内
で
規
則

で
定
め
る
額
は
、
附
則
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附
則
別
表

一

舞
台
用
附
属
設
備

設

備

の

別

使
用
単
位

金

額

松
羽
目
竹
羽
目

一
式
一
回

二
、
五
〇
〇
円

金
び
ょ
う
ぶ

一
双
一
回

一
、
一
八
〇
円

銀
び
ょ
う
ぶ

一
双
一
回

一
、
一
八
〇
円

鳥
の
子
び
ょ
う
ぶ

一
双
一
回

八
五
〇
円

大
太
鼓

一
台
一
回

八
五
〇
円

平
台

一
台
一
回

四
六
〇
円

振
り
落
し
装
置

一
式
一
回

二
六
〇
円

緋
長
座
布
団

一
枚
一
回

二
六
〇
円

平
台
用
毛
せ
ん

一
枚
一
回

五
九
〇
円

コ
ン
ト
ラ
バ
ス
用
椅
子

一
脚
一
回

三
三
〇
円

譜
面
台

一
台
一
回

一
九
〇
円

指
揮
者
台
（
指
揮
者
譜
面
台
付
き
）

一
組
一
回

二
六
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
式
一
回

一
、
七
一
〇
円

液
晶
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台
一
回

三
、
一
六
〇
円

移
動
用
ス
ク
リ
ー
ン

一
台
一
回

五
六
〇
円

二

舞
台
照
明
装
置

設

備

の

別

使
用
単
位

金

額

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

一
、
一
八
〇
円

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

七
二
〇
円

第
一
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

二
、
五
七
〇
円

第
二
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

二
、
三
七
〇
円

第
三
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

二
、
三
七
〇
円

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

一
、
三
八
〇
円

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

三
、
一
六
〇
円

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

一
、
七
一
〇
円

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

二
、
九
〇
〇
円

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

五
二
〇
円

ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

一
、
一
八
〇
円

シ
ー
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

三
、
一
六
〇
円

シ
ー
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
列
一
回

一
、
三
八
〇
円

───────────────────────────────────────────────────────────
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サ
イ
ド
フ
ロ
ン
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
台
一
回

七
九
〇
円

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
台
一
回

一
、
九
一
〇
円

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
台
一
回

一
、
七
一
〇
円

花
道
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
列
一
回

一
、
一
八
〇
円

ス
テ
ー
ジ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
台
一
回

七
九
〇
円

ベ
ビ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
台
一
回

三
九
〇
円

ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト

一
本
一
回

三
三
〇
円

オ
ー
ロ
ラ
マ
シ
ン

一
台
一
回

九
九
〇
円

ス
ト
ロ
ボ
マ
シ
ン

一
台
一
回

一
、
一
二
〇
円

エ
フ
ェ
ク
ト
マ
シ
ン

一
台
一
回

一
、
一
二
〇
円

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
マ
シ
ン
（
本
体
の
み
）

一
台
一
回

一
、
四
三
〇
円

ス
モ
ー
ク
マ
シ
ン
（
本
体
の
み
）

一
台
一
回

一
、
四
三
〇
円

フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
・
五
Ｋ
Ｗ
）

一
台
一
回

八
八
〇
円

パ
ー
ラ
イ
ト

一
台
一
回

三
九
〇
円

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
ラ
イ
ト

一
台
一
回

三
九
〇
円

（
一
Ｋ
Ｗ

持
込
機
器

三
三
〇
円

に
つ
き
）

三

舞
台
音
響
設
備

設

備

の

別

使
用
単
位

金

額

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
（
カ
セ
ッ
ト
式
）

一
台
一
回

五
九
〇
円

Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

一
台
一
回

五
九
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン

一
組
一
回

二
、
三
七
〇
円

プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
一
回

七
二
〇
円

プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
サ
イ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
式
一
回

五
二
〇
円

は
ね
返
り
ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
一
回

五
二
〇
円

ウ
ォ
ー
ル
ス
ピ
ー
カ
ー
（
大
ホ
ー
ル
用
）

一
式
一
回

七
二
〇
円

ウ
ォ
ー
ル
ス
ピ
ー
カ
ー
（
小
ホ
ー
ル
用
）

一
式
一
回

五
二
〇
円

ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
一
回

七
二
〇
円

ス
テ
ー
ジ
フ
ロ
ン
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

一
台
一
回

三
三
〇
円

マ
イ
ク
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
装
置
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
、
含
ま
な

一
基
一
回

一
、
一
八
〇
円

い
。
）

マ
イ
ク
つ
り
下
げ
装
置
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
、
含
ま
な
い
。
）

一
式
一
回

七
二
〇
円

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
（
ス
タ
ン
ド
付
き
）

一
本
一
回

九
九
〇
円

ダ
イ
レ
ク
ト
ボ
ッ
ク
ス

一
台
一
回

五
二
〇
円

残
響
付
加
装
置

一
式
一
回

一
、
九
八
〇
円

移
動
用
音
声
調
整
卓

一
式
一
回

一
、
九
八
〇
円

ミ
ニ
デ
ィ
ス
ク
デ
ッ
キ

一
台
一
回

五
九
〇
円

（
一
Ｋ
Ｗ

持
込
機
器

三
三
〇
円

に
つ
き
）

四

視
聴
覚
室
附
属
設
備



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第11号 4

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

設

備

の

別

使
用
単
位

金

額

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

一
台
一
回

五
九
〇
円

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン

一
組
一
回

九
九
〇
円

ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
一
回

七
九
〇
円

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
（
ス
タ
ン
ド
付
き
）

一
本
一
回

九
九
〇
円

（
一
Ｋ
Ｗ

持
込
機
器

三
三
〇
円

に
つ
き
）

五

会
議
室
兼
展
示
室
附
属
設
備

設

備

の

別

使
用
単
位

金

額

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン

一
組
一
回

九
九
〇
円

カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ

一
台
一
回

五
九
〇
円

ス
ピ
ー
カ
ー

一
式
一
回

七
九
〇
円

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
（
ス
タ
ン
ド
付
き
）

一
本
一
回

九
九
〇
円

（
一
Ｋ
Ｗ

持
込
機
器

三
三
〇
円

に
つ
き
）

備
考１

一
の
表
か
ら
五
の
表
ま
で
の
使
用
単
位
の
欄
中
「
一
回
」
と
あ
る
の
は
、
設
備
の
属
す
る

使
用
時
間
単
位
の
そ
れ
ぞ
れ
午
前
、
午
後
又
は
夜
間
に
対
応
す
る
時
間
と
し
、
全
日
は
、
三

回
と
す
る
。

２

二
の
表
の
設
備
の
別
の
欄
に
掲
げ
る
各
設
備
に
は
、
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
含
ま
な
い
。

（
文
化
振
興
課
）

福
島
県
規
則
第
十
六
号

福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
福
島
県
規
則
第
七
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
」
を
「
身
体
障
が
い
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
と

は
」
を
「
身
体
障
が
い
者
と
は
」
に
、
「
身
体
上
の
障
害
」
を
「
身
体
上
の
障
が
い
」
に
、
「
知
的
障

害
者
」
を
「
知
的
障
が
い
者
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「身

体
障
害
者

」
を
「身

体
障
が
い
者

」
に
、
「知

的
障
害
者

」
を
「知

的
障
が
い

者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
体
育
館
使
用
許
可
申

請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」

と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
体
育
館
使
用
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
健
福
祉
総
務
課
）

福
島
県
規
則
第
十
七
号

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
太
陽

の
国
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
太
陽
の
国
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
「
交
流
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め

る
。第

四
条
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
の
」
に
、
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」

を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項

中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
の
表
厚
生
セ
ン
タ
ー

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

交
流
セ
ン
タ
ー

一

県
が
主
催
し
、
又
は
共
催
し
て
行
う
研
修
そ
の
他

全

額

の
行
事
に
使
用
す
る
と
き
。

二

指
定
管
理
者
が
主
催
し
て
行
う
研
修
そ
の
他
の
行

全

額

事
に
使
用
す
る
と
き
。

三

地
域
福
祉
の
推
進
に
資
す
る
行
事
（
入
場
料
、
会

全

額

費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
料
金
を
徴
収
す
る
場

合
又
は
営
業
の
宣
伝
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
目
的
を

持
っ
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
と
き
。
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四

そ
の
他
知
事
が
特
に
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

知
事
が
定
め
る
額

た
と
き
。

第
六
条
第
二
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
の
」
に
、
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
許

可
申
請
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
」
に
、
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請
書
」

を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
・
不
免
除
決
定
通
知
書
」
を
「
交
流
セ

ン
タ
ー
使
用
料
免
除
・
不
免
除
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
」

に
、
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
及
び
太
陽
の
国
中
央
公
園
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
共
通

施
設
」
と
い
う
。
）
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
共
通
施
設
」

を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
中
「
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
中
「厚

生
セ
ン
タ

使
用
許
可
申
請
書

」
を
「交

流
セ
ン
タ

使
ー

ー
用
許
可
申
請
書

」
に
、
「厚

生
セ
ン
タ
指
定
管
理
者

」
を
「交

流
セ
ン
タ
指
定
管
理
者

」
に
、
「厚

ー
ー

生
セ
ン
タ

を

」
を
「交

流
セ
ン
タ

を

」
に
改
め
る
。

ー
ー

第
二
号
様
式
中
「厚

生
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
を
「交

流
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
に
改
め
る
。

ー
ー

第
三
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
中
「厚

生
セ
ン
タ

使
用
許
可
書

」
を
「交

流
セ
ン
タ

使
用
許

ー
ー

可
書

」
に
、
「厚

生
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
を
「交

流
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
に
、
「厚

生
セ
ン

ー
ー

タ
の

」
を
「交

流
セ
ン
タ

の

」
に
改
め
る
。

ー
ー

第
四
号
様
式
中
「厚

生
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
を
「交

流
セ
ン
タ

指
定
管
理
者

」
に
改
め
る
。

ー
ー

第
五
号
様
式
中
「厚

生
セ
ン
タ
使
用
料
免
除
申
請
書

」
を
「交

流
セ
ン
タ
使
用
料
免
除
申
請
書

」

ー
ー

「免
除
で
き
る
場

１

「免
除
で
き
る
場

１
合
の
区
分

２

に
、

合
の
区
分

２

を

に
改
め
る
。

３
３

」

４

」

第
七
号
様
式
中
「厚

生
セ
ン
タ

使
用
料
免
除
・
不
免
除
決
定
通
知
書

」
を
「交

流
セ
ン
タ

使
用

ー
ー

料
免
除
・
不
免
除
決
定
通
知
書

」
に
、
「厚

生
セ
ン
タ
使
用
料
の

」
を
「交

流
セ
ン
タ
使
用
料
の

」
ー

ー

「免
除
で
き
る
場

１

「免
除
で
き
る
場

１
合
の
区
分

２

に
、

合
の
区
分

２

を

に
改
め
る
。

３
３

」

４

」

第
九
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
中
「厚

生
セ
ン
タ

使
用
料
返
還
申
請
書

」
を
「交

流
セ
ン
タ

ー
ー

使
用
料
返
還
申
請
書

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福

島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
使
用
許
可
書
、

個
人
使
用
券
又
は
決
定
通
知
書
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
使
用
許
可
書
、

個
人
使
用
券
又
は
決
定
通
知
書
と
み
な
す
。

（
保
健
福
祉
総
務
課
）

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
検
体
検
査
（
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体
の
微
生

物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学
的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検
査
及
び
生
化
学

的
検
査
」
を
「
臨
床
検
査
施
設
は
、
検
体
検
査
（
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
検
体
検
査
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
産
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
産
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
中
「
一
二
、
九
六
〇
円
」
を
「
一
三
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
八
〇
円
」
を

「

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ

「
三
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
九
二
円
」
を
「
二
、
六
四
〇
円
」
に
、

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

テ
レ
ビ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
大
）

一
式
一
回

一
、
六
二
〇
円

「

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
小
）

一
式
一
回

九
七
二
円

テ
レ
ビ
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を

一
式
一
回

八
六
四
円

ス
ク
リ
ー
ン

一
式
一
回

二
、
一
六
〇
円

」

一
式
一
回

二
、
二
〇
〇
円

に
改
め
、
別
表
の

一
式
一
回

五
五
〇
円

」

二
の
表
中
「
一
、
二
九
六
円
」
を
「
一
、
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ポ
ー
タ
ブ
ル
マ
イ
ク

一
式
一
回

七
七
〇
円

「

電
子
白
板

別
表
の
三
の
表
中
「
四
三
二
円
」
を
「
四
四
〇
円
」
に
、

レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー

一
式
一
台

二
、
一
六
〇
円

「
を

レ
ー
ザ
ー
ポ
イ
ン
タ
ー

一
台
一
回

一
〇
八
円

」

一
台
一
回

一
一
〇
円

に
、
「
一
六
二
円
」
を
「
一
六
五

」

円
」
に
、
「
一
二
九
円
」
を
「
一
三
二
円
」
に
、
「
三
二
四
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
、
「
七
五
円
」

を
「
七
七
円
」
に
、
「
一
、
〇
八
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
五
四
〇
円
」
を
「
五
五
〇
円
」

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
四
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
そ
の
一
及
び

様
式
第
四
号
そ
の
一
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
産
業
支
援
館
条
例
施

行
規
則
第
五
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
中
小
企
業
振
興
館
使

用
承
認
申
請
書
又
は
中
小
企
業
振
興
館
使
用
変
更
承
認
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
産
業
支
援
館

条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
中
小
企
業
振
興
館

使
用
承
認
申
請
書
又
は
中
小
企
業
振
興
館
使
用
変
更
承
認
申
請
書
と
み
な
す
。

（
経
営
金
融
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
号

ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
中
「
三
〇
、
八
二
〇
円
」
を
「
三
一
、
三
九
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
一
三
〇
円
」
を

「
三
七
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
七
〇
円
」

を
「
三
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
二
六
〇
円
」
を
「
四
、
三
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
二
〇
円
」
を

「
一
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
三
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三
三

〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
の
二
の
表
中
「
二
九
一
、
〇
六
〇
円
」
を
「
二
九
六
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
一
三
八
、
六
一
〇

円
」
を
「
一
四
一
、
一
七
〇
円
」
に
、
「
五
三
、
六
二
〇
円
」
を
「
五
四
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
二
四
、

四
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
〇
七
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二

六
、
〇
一
〇
円
」
を
「
二
六
、
四
九
〇
円
」
に
、
「
三
四
、
三
五
〇
円
」
を
「
三
四
、
九
九
〇
円
」
に
、

「
九
六
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
福
島

県
条
例
第
二
十
四
号
）
附
則
別
表
の
二
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
で
定
め
る
も
の
及
び
同
表
下
欄
に

掲
げ
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
附
則
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附
則
別
表

一

研
修
室
附
属
設
備

附
属
設
備
の
別

使
用
単
位

金

額

Ｉ
Ｃ
Ｕ
ユ
ニ
ッ
ト

一
式
一
回

三
一
、
三
九
〇
円

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

一
台
一
回

三
七
、
八
二
〇
円

除
細
動
器

一
台
一
回

一
〇
、
一
九
〇
円

ベ
ッ
ド

一
式
一
回

三
、
一
三
〇
円

ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ
ー

一
台
一
回

四
、
三
四
〇
円

薬
剤
投
与
装
置

一
台
一
回

一
、
五
五
〇
円

映
像
装
置

一
台
一
回

二
、
三
七
〇
円

電
気
供
給
設
備
（
持
込
機

一
Ｋ
Ｗ
に
つ
き

三
三
〇
円

器
に
限
る
。
）

備
考１

使
用
単
位
の
う
ち
一
回
と
は
、
ふ
く
し
ま
医
療
機
器
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二

十
七
年
福
島
県
条
例
第
九
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
午
前
、
午
後

又
は
夜
間
に
対
応
す
る
時
間
を
い
う
。

２

指
定
管
理
者
は
、
こ
の
表
に
定
め
の
な
い
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
附
属
設
備
の
種

別
、
用
途
等
を
勘
案
し
て
、
か
つ
、
他
の
附
属
設
備
に
係
る
利
用
料
金
の
額
と
の
均
衡
を
失

し
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
都
度
利
用
料
金
の
額

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

模
擬
手
術
室
附
属
設
備

附
属
設
備
の
別

使
用
単
位

金

額

血
管
造
影
Ｘ
線
診
断
装
置

一
式
一
回

二
九
六
、
四
五
〇
円

Ｃ
ア
ー
ム

一
台
一
回

一
四
一
、
一
七
〇
円

内
視
鏡
装
置

一
式
一
回

五
四
、
六
一
〇
円

超
音
波
メ
ス

一
式
一
回

二
四
、
八
六
〇
円

高
周
波
手
術
装
置

一
式
一
回

一
二
、
三
〇
〇
円

洗
浄
装
置

一
式
一
回

二
六
、
四
九
〇
円

滅
菌
装
置

一
式
一
回

三
四
、
九
九
〇
円
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電
気
供
給
設
備
（
持
込
機

一
Ｋ
Ｗ
に
つ
き

九
九
〇
円

器
に
限
る
。
）

備
考１

使
用
単
位
の
う
ち
一
回
と
は
、
条
例
に
規
定
す
る
全
日
に
対
応
す
る
時
間
を
い
う
。

２

指
定
管
理
者
は
、
こ
の
表
に
定
め
の
な
い
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
附
属
設
備
の
種

別
、
用
途
等
を
勘
案
し
て
、
か
つ
、
他
の
附
属
設
備
に
係
る
利
用
料
金
の
額
と
の
均
衡
を
失

し
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
都
度
利
用
料
金
の
額

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
産
業
創
出
課
医
療
関
連
産
業
集
積
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
三
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
附
則
別
表
の
二
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
で
定
め
る
も
の
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

規
則
で
定
め
る
使
用
単
位
及
び
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
附
則
別
表
の
と
お
り
と

す
る
。

附
則
別
表

附
属
設
備
の
別

使
用
単
位

金
額

通
信
塔
附
属
設
備

空
域
監
視
装
置

一
式
一
回

九
、
〇
〇
〇
円

気
象
観
測
装
置

一
式
一
回

一
四
、
九
〇
〇
円

試
験
準
備
棟
附
属
設
備

屋
外
大
型
モ
ニ
タ
シ

一
式
一
回

七
、
四
〇
〇
円

ス
テ
ム

３
Ｄ
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

一
式
一
回

五
、
九
〇
〇
円

プ
チ
ャ
ー

映
像
記
録
シ
ス
テ
ム

一
式
一
回

五
、
〇
〇
〇
円

高
速
度
カ
メ
ラ

一
式
一
回

四
、
七
〇
〇
円

投
光
機

一
式
一
回

四
〇
〇
円

発
電
機

一
式
一
回

四
〇
〇
円

被
災
者
模
擬
装
置

一
式
一
回

四
〇
〇
円

発
煙
模
擬
装
置

一
式
一
回

一
〇
〇
円

備
考

使
用
単
位
の
欄
中
「
一
回
」
と
あ
る
の
は
、
条
例
別
表
一
の
備
考
に
規
定
す
る
午
前
、
午

後
又
は
夜
間
の
そ
れ
ぞ
れ
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

福
島
県
産
業
交
流
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
産
業
交
流
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
福
島
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
に
一
・
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
の
合
計
額
に
一
・
〇
八
を
乗

じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
削
る
。

別
表
の
一
の
表
中
「
二
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
八
、
二
四
〇
円
」
を

「
九
、
〇
六
四
円
」
に
、
「
七
、
一
三
〇
円
」
を
「
七
、
八
四
三
円
」
に
、
「
一
一
、
九
三
〇
円
」
を

「
一
三
、
一
二
三
円
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
二
〇
円
」
を

「
三
、
三
二
二
円
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
円
」
を
「
一
、
九
三
六
円
」
に
、
「
一
三
、
八
一
〇
円
」
を

「
一
五
、
一
九
一
円
」
に
、
「
四
、
一
七
〇
円
」
を
「
四
、
五
八
七
円
」
に
、
「
三
、
六
一
〇
円
」
を

「
三
、
九
七
一
円
」
に
、
「
六
、
〇
三
〇
円
」
を
「
六
、
六
三
三
円
」
に
、
「
二
、
五
三
〇
円
」
を

「
二
、
七
八
三
円
」
に
、
「
一
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
八
三
円
」
に
、
「
八
九
〇
円
」
を
「
九
七

九
円
」
に
改
め
、
別
表
の
二
の
表
中
「
四
二
円
」
を
「
四
六
円
」
に
、
「
四
七
三
円
」
を
「
五
二
〇
円
」

に
改
め
、
別
表
の
三
の
表
中
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
一
三
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
〇

〇
円
」
を
「
三
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
〇
〇
円
」
を

「

「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
、

一
式
一
回

一
、

「

〇
〇
〇
円

を

一
式
一
回

一
、
一
〇
〇
円

に
、
「
六
〇
〇
円
」
を
「
六
六
〇
円
」
に
、

」

」
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「

「

「
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
、
四
三
〇
円
」
に
、

一
台
一
回

二
、
〇
〇
〇
円

を

一

」

台
一
回

二
、
二
〇
〇
円

に
、
「
一
三
〇
円
」
を
「
一
四
三
円
」
に
、
「
七
〇
円
」
を
「
七
七

」

「

円
」
に
、
「
一
五
〇
円
」
を
「
一
六
五
円
」
に
、
「
一
二
〇
円
」
を
「
一
三
二
円
」
に
、

一
卓
一

「

回

三
〇
〇
円

を

一
卓
一
回

三
三
〇
円

に
、
「
九
〇
円
」
を
「
九
九

」

」

「

「

円
」
に
、

一
脚
一
回

五
〇
円

を

一
脚
一
回

五
五
円

に
、

」

」

「

「

「

一
台
一
回

一
、
〇
〇
〇
円

を

一
台
一
回

一
、
一
〇
〇
円

に
、

一
台

」

」

「

一
回

五
〇
〇
円

を

一
台
一
回

五
五
〇
円

に
、
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四

」

」

「

「

四
〇
円
」
に
、

一
台
一
回

三
〇
〇
円

を

一
台
一
回

三
三
〇
円

」

」

「

「

に
、

一
双
一
回

一
、
〇
〇
〇
円

を

一
双
一
回

一
、
一
〇
〇
円

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
観
光
交
流
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
二
五
〇
円
」
を
「
二
六
〇
円
」
に
、
「
一
四
〇
円
」
を
「
一
五
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
三
、
二
四
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、

六
三
〇
円
」
に
、
「
六
四
〇
円
」
を
「
六
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
八
〇
円
」
を
「
二
、
五
三
〇
円
」

に
、
「
五
四
〇
円
」
を
「
五
五
〇
円
」
に
、
「
七
五
〇
円
」
を
「
七
七
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を

「
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
の
表
中
「
九
一
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
三
〇
円
」
を
「
一
、
八
七

〇
円
」
に
、
「
七
五
〇
円
」
を
「
七
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
一
〇
円
」
を
「
一
、
五
四
〇
円
」
に
、

「
五
九
〇
円
」
を
「
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
三
七
〇
円
」

を
「
三
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
二
〇
円
」
を
「
一
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
三
三
〇

円
」
に
、
「
四
三
〇
円
」
を
「
四
四
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
表
中
「
三
二
〇
円
」
を
「
三

三
〇
円
」
に
、
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
、
「
二
一
〇
円
」
を
「
二
二
〇
円
」
に
、
「
六
四

〇
円
」
を
「
六
六
〇
円
」
に
、
「
四
三
〇
円
」
を
「
四
四
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
三
の
表
中
「
一

〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
中
「
二
一
〇
円
」
を
「
二
二
〇
円
」
に
、
「
三
七
〇
円
」
を
「
三
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
企
業
局
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福 島 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 31年 ３ 月 22日

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 １ 号

福 島 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。
第 16条 第 １ 項 中 「 100分 の 108」 を 「 100分 の 110」 に 改 め 、 「 得 た 額 」 の 次 に 「 （ そ の

額 に １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 」 を 加 え る 。
附 則

１ こ の 規 程 は 、 平 成 31年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
２ 改 正 後 の 福 島 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 第 16条 第 １ 項 の 規 定 は 、 平 成 31年 10月 １ 日
以 後 に 完 了 す る 給 水 施 設 の 設 置 又 は 移 転 等 に 関 す る 工 事 に 要 す る 費 用 で あ っ て 使 用 者
に 負 担 さ せ る も の に つ い て 適 用 し 、 同 年 ９ 月 30日 以 前 に 完 了 し た 給 水 施 設 の 設 置 又 は
移 転 等 に 関 す る 工 事 に 要 す る 費 用 で あ っ て 使 用 者 に 負 担 さ せ る も の に つ い て は 、 な お
従 前 の 例 に よ る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）

福
島
県
病
院
局



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第11号 14

福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布
す る 。

平 成 31年 ３ 月 22日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号
福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第
６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 １ 条 第 １ 号 イ 中 「 10 , 8 0 0円 」 を 「 1 1 , 0 0 0円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の

規 定 中 「 1 0 0分 の 1 0 8」 を 「 1 0 0分 の 1 1 0」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 号 ア ( ｱ ) 中 「 3 9 , 0 9 0円 」 を
「 39 , 8 0 0円 」 に 改 め 、 同 号 ア ( ｲ )中 「 6 , 5 8 0円 」 を 「 6 , 7 0 0円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 9 , 6 9 0
円 」 を 「 9 , 8 7 0円 」 に 、 「 100分 の 10 8」 を 「 100分 の 11 0」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「 7 , 7 4 0円 」
を 「 7 , 8 9 0円 」 に 、 「 15 , 5 0 0円 」 を 「 15 , 8 0 0円 」 に 改 め 、 同 号 エ 中 「 6 , 6 4 0円 」 を 「 6 , 7 7 0
円 」 に 改 め 、 同 号 オ ( ｱ )中 「 91 0円 」 を 「 920円 」 に 改 め 、 同 号 オ ( ｲ )中 「 86 0円 」 を 「 880
円 」 に 改 め 、 同 号 オ ( ｳ )中 「 8 5 0円 」 を 「 8 7 0円 」 に 改 め 、 同 号 オ ( ｴ )及 び ( ｵ )中 「 7 6 0円 」
を 「 77 0円 」 に 改 め 、 同 号 カ 中 「 1 , 0 0 0円 」 を 「 1 , 0 2 0円 」 に 改 め 、 同 号 キ 中 「 1 , 5 7 0円 」
を 「 1 , 600円 」 に 改 め 、 同 号 ク 中 「 5 , 40 0円 」 を 「 5 ,5 00円 」 に 改 め 、 同 号 ケ 中 「 1 , 00 0円 」
を 「 1 , 0 2 0円 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 31年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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